
 

 

特に確認してほしいこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    【指定している一次開設避難所】 

施設名 対象地区 

武豊小学校  市場区、小迎区、上ケ区 

富貴小学校  富貴区、富貴市場区、新田区、市原区 

緑丘小学校  北山区、中山区、玉西１区、緑区 

武豊中学校  下門区、馬場区、上ケ区、玉東区 

富貴中学校  大足区、東大高区 

武豊高校 玉西２区、原田区 

総合体育館 － 

町民会館 － 

個別避難計画の作成により、

避難行動等関係者に個人の 

情報が共有されることを説明 

※対象者が共有拒否の場合、 

 作成対象とはなりません 

第１、２、３のうち 

１か所は記載していること 

 

個別避難計画の記入方法について 
 

避難所の書き方について 
 

個別避難計画（案）における「一次開設避難所」欄に

は、原則として対象地区の一次開設避難所名を記載してく

ださい。 

なお、福祉避難所への直接避難はできません。 

緊急時の支援団体又は支援者と 

地震等災害発生時の項目の 

全て変更が生じた場合に限り、

更新手数料の支払が発生 


